
一　

は
じ
め
に

二　

昭
和
一
五
年
・
国
防
国
家

三　
「
国
務
」「
統
帥
」
調
和
論
と
「
割
拠
性
」
論

四　

お
わ
り
に

一
　
は
じ
め
に

　
『
回
想
の
辻
清
明
』
と
い
う
書
名
の
、
高
名
な
政
治
・
行
政
学
者
の
業
績
と
人
柄
を
偲
ぶ
追
想
文
集
が
あ
る
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て

い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
三
年
の
ダ
グ
ラ
ス
・
グ
ラ
マ
ン
事
件
（
戦
闘
機
購
入
を
め
ぐ
る
汚
職
事
件
）
を
受
け
て
設
置
さ
れ

た
航
空
機
疑
惑
等
防
止
対
策
協
議
会
の
一
員
と
な
っ
た
辻
清
明
は
、
政
権
党
の
体
の
良
い
隠
れ
蓑
に
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
息
子

に
問
わ
れ
た
時
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
。

東洋法学　第57巻第 3号（2014年 3 月）

283

《
研
究
ノ
ー
ト
》

戦
中
の
辻
清
明

―
―
明
治
憲
法
の
割
拠
性
を
考
え
る
上
で
の
一
視
角
―
―

荒　

邦　
　

啓　

介



「
自
分
は
戦
後
三
〇
年
間
、
日
本
の
政
治
や
行
政
が
少
し
で
も
良
く
な
っ
て
く
れ
れ
ば
と
願
っ
て
、
今
ま
で
色
々
な
と
こ
ろ
で
話

し
た
り
、
書
い
た
り
し
て
き
た
つ
も
り
だ
。
で
も
そ
の
結
果
が
こ
れ
で
は
、
余
り
に
も
寂
し
い
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
、
今
回
も

で
き
る
だ
け
の
努
力
は
し
な
き
ゃ
い
か
ん
と
思（

１
）
う
」。

　

学
問
業
績
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
の
政
治
・
行
政
の
実
際
に
対
し
て
も
そ
の
深
き
学
識
と
熱
意
と
を
も
っ
て
大
き
く
貢
献
し
た

の
が
辻
で
あ
っ
た
。

　

辻
の
研
究
者
人（

2
）

生
の
起
点
は
昭
和
一
二
年
（
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
助
手
）
に
ま
で
、
即
ち
戦
前
に
ま
で
遡
る
。
そ
の
研
究
は
当
時
の

世
相
・
政
治
・
行
政
・
思
想
・
学
術
等
を
少
な
か
ら
ず
受
容
し
た
も
の
で
あ
ろ（

3
）
う
。
こ
の
点
で
、
言
わ
ば
辻
行
政
学
の
基
礎
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
戦
後
の
辻
が
日
本
官
僚
制
の
特
色
を
描
く
際
に
な
お
用
い
続
け
た
「
割
拠
性
」
論
が
、
大
戦
末
期
の
昭
和
一
九
年
の
論
文
で

示
さ
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
事
実
は
見
過
ご
せ
な（

4
）
い
。
藤
田
宙
靖
曰
く
、
お
よ
そ
学
説
は
「
そ
れ
ら
が
何
を
解
決
し
た
の
か
で
は
な
く
、

む
し
ろ
何
を
問
題
と
し
、
何
を
疑
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
真
価
を
掴
む
こ
と
が
出
来（

5
）
る
」。
昭
和
一
九
年
の

辻
が
「
問
題
と
し
」「
疑
っ
た
」
も
の
は
、
彼
の
中
で
は
戦
中
・
戦
後
を
貫
く
日
本
法
文
化
・
行
政
文
化
論
的
問
題
で
あ
っ
た
。

　

短
い
な
が
ら
も
こ
こ
で
は
、
戦
中
の
辻
の
研
究
の
一
端
を
再
読
し
、
当
時
の
彼
の
問
題
発
見
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
本
稿
は
畢

竟
、
戦
後
行
政
学
の
リ
ー
ダ
ー
が
明
治
憲
法
体
制
の
中
で
「
問
題
と
し
」「
疑
っ
た
」
も
の
の
読
み
直
し
で
あ
り
、
辻
の
眼
を
借
り
た

明
治
憲
法
の
特
徴
の
再
追
跡
作
業
で
あ
る
。

二
　
昭
和
一
五
年
・
国
防
国
家

　

辻
が
研
究
者
と
し
て
歩
み
だ
し
た
時
期
は
、
戦
争
の
時
代
で
あ
っ
た
。
辻
も
他
の
学
者
達
と
同
じ
く
当
時
の
法
的
・
政
治
的
・
行
政
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的
な
諸
問
題
に
向
き
合
っ
た
が
、
そ
の
筆
法
は
単
な
る
扇
情
的
政
治
評
論
に
堕
す
る
事
な
く
、
学
問
的
で
あ
る
の
を
忘
れ
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
政
・
官
界
で
は
「
国
防
国
家
」
と
い
う
言
葉
が
躍
っ
て
い
た
。
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
が
閣
議
決
定
し
た
「
基

本
国
策
要
綱
」（
昭
和
一
五
年
七（

6
）

月
）
に
現
れ
た
そ
の
言
葉
は
、
昭
和
一
五
年
を
彩
っ
た
政
治
的
標
語
で
あ
っ
た
。
円
滑
な
戦
争
遂
行
を

可
能
と
す
る
た
め
、「
国
防
」
に
焦
点
を
絞
っ
た
国
家
諸
機
関
の
一
元
的
体
制
の
実
現
が
急
務
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
辻
も
ま

た
、
か
よ
う
な
空
気
の
満
つ
る
中
に
生
き
、
当
然
、
帝
国
大
学
法
学
部
の
一
員
と
し
て
当
時
の
諸
問
題
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
し
て
い

た
。

　

先
に
当
時
を
「
戦
争
の
時
代
」
と
書
い
た
が
、
そ
の
戦
争
が
《
総
力
戦
》
で
あ
っ
た
点
も
見
逃
せ
な
い
。
昭
和
一
五
年
に
総
力
戦
研

究
所
と
い
う
仰
々
し
い
名
の
首
相
直
轄
研
究
機
関
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
当
時
の
世
相
を
容
易
に
知
り
得
る
事
件
で
あ
ろ
う
。「
近
代

戦
ハ
武
力
戦
ノ
外
思
想
、
政
略
、
経
済
等
ノ
各
分
野
ニ
亘
ル
全
面
的
国
家
総
力（

7
）
戦
」
で
あ
り
、
政
戦
両
略
の
一
致
が
こ
の
時
代
の
国
家

運
営
に
は
必
須
で
あ
っ
た
。
総
力
戦
は
決
し
て
武
力
戦
の
み
で
足
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
例
え
ば
当
時
の
海
軍
の
軍

令
部
内
で
は
、
従
来
の
大
本
営
は
戦
争
指
導
機
関
と
し
て
不
充
分
だ
と
の
認
識
か
ら
、
大
本
営
改
革
に
よ
っ
て
「
国
務
」
と
「
統
帥
」

の
連
絡
を
よ
り
密
に
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
出
て
い（

8
）
た
。
そ
こ
で
は
、
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、「
国
防

部
」（
大
本
営
）
の
中
に
「
統
帥
部
」
と
「
国
策
部
」
と
を
並
置
さ
せ
、
軍
令
機
関
の
両
総
長
が
「
統
帥
部
」
を
、
首
相
が
「
国
策
部
」

を
ま
と
め
る
と
い
う
組
織
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
国
防
は
、
軍
人
の
才
能
の
み
で
為
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
万
難
ヲ
排
シ
テ
国
防
国
家
体
制
ノ
完
成
ニ
邁
進
ス
ル
コ（

9
）
ト
」
を
求
め
る
「
基
本
国
策
要
綱
」
は
、
国
防
・
外
交
問
題
や
議
会
体
制

の
刷
新
論
と
並
び
、「
国
内
態
勢
ノ
刷
新
」
も
日
本
の
課
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
国
政
ノ
総
合
的
統
一
ヲ
図
ル
」
為

に
、「
行
政
ノ
運
用
ニ
根
本
的
刷
新
ヲ
加
ヘ
其
ノ
統
一
ト
敏
活
ト
ヲ
目
標
ト
ス
ル
官
場
新
態
勢
ノ
確（

１0
）
立
」
を
基
本
国
策
の
ひ
と
つ
に
数

え
て
い
た
。
ま
さ
し
く
内
閣
を
頂
点
と
す
る
行
政
部
内
で
の
統
合
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
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「
基
本
国
策
要
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
か
ら
約
一
か
月
後
、
近
衛
は
新
体
制
準
備
会
第
一
回
総
会
声
明
の
中
で
、「
統
帥
と
国
務
と

の
調
和
、
政
府
部
内
の
統
合
及
び
能
率
の
強
化
、
議
会
翼
賛
体
制
の
確
立
等
」
が
「
高
度
国
防
国
家
」
を
建
設
す
る
上
で
の
「
国
内
新

体
制
」
の
確
立
に
必
要
な
も
の
だ
と
述
べ
て
い（

１１
）
る
。

　

以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
次
に
掲
げ
る
辻
の
説
明
は
、
近
衛
声
明
に
拠
り
つ
つ
、
国
防
国
家
体
制
構
築
に
は
何
を
要
す
る

の
か
を
端
的
に
指
摘
し
て
い
た
も
の
だ
と
分
か
る
。

「
即
ち
こ
ゝ
で
高
度
国
防
国
家
の
体
制
と
は
、
議
会
翼
賛
体
制
な
ら
び
に
万
民
翼
賛
の
国
民
組
織
の
確
立
と
と
も
に
行
政
体
制
と

し
て
は
統
帥
と
国
務
の
調
和
、
な
ら
び
に
政
府
部
内
の
統
合
お
よ
び
能
率
の
強
化
を
実
現
す
る
こ
と
を
以
て
そ
の
鞏
固
な
る
基
礎

と
し
た
の
で
あ（

１2
）
る
」。

　

国
防
国
家
体
制
構
築
に
は
、（
一
）「
議
会
翼
賛
体
制
」
及
び
「
万
民
翼
賛
の
国
民
組
織
の
確
立
」
と
共
に
、（
二
）「
統
帥
と
国
務
の

調
和
」
と
（
三
）「
政
府
部
内
の
統
合
お
よ
び
能
率
の
強
化
」
と
の
実
現
を
要
す
る
。
こ
れ
ら
が
達
成
さ
れ
て
初
め
て
国
防
国
家
体
制

は
整
う
も
の
で
あ
っ（

１3
）
た
。
こ
の
う
ち
（
一
）
は
余
り
に
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
為
に
別
の
機
会
に
譲
り
、
本
稿
で
は
（
二
）
及
び
（
三
）

に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
中
で
（
一
）
に
も
僅
か
な
が
ら
言
及
し
つ
つ
辻
の
議
論
を
追
っ
て
い
こ（

１4
）
う
。

三
　「
国
務
」「
統
帥
」
調
和
論
と
「
割
拠
性
」
論

　

ま
ず
は
、
国
防
国
家
体
制
構
築
に
必
要
で
あ
る
と
辻
が
説
明
し
て
い
た
「
統
帥
と
国
務
の
調
和
」
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
例
え
ば
、
当
時
内
閣
法
制
局
参
事
官
で
あ
っ
た
山
崎
丹
照
は
、
そ
の
著
『
内
閣
制
度
の
研
究
』
の
中
で
、
大
本
営
政
府
連
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絡
会
議
を
も
っ
て
こ
れ
の
実
現
に
か
な
り
の
期
待
を
寄
せ
る
一
文
を
書
き
記
し
て
い
る
。

　

山
崎
は
、「
現
代
の
戦
争
は
、
国
家
の
総
力
を
以
て
す
る
所
謂
国
家
総
力
戦
で
あ
る
。
戦
勝
を
確
保
す
る
が
為
め
に
は
、
所
謂
政
戦

両
略
の
一
致
を
計
る
こ
と
が
喫
緊
不
可
缺
の
事
柄
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
政
戦
両
略
の
一
致
を
期
す
る
意
味
に
於
て
、
大
本
営
と
内
閣

と
の
連
絡
協
調
は
、
特
に
緊
密
な
る
を
要
す
る
。
而
し
て
此
の
両
者
の
連
絡
協
調
の
衝
に
当
る
も
の
は
、
主
と
し
て
陸
海
軍
大
臣
で
あ

ら（
１5
）
う
」
と
述
べ
た
後
、
昭
和
一
二
年
大
本
営
設
置
に
際
し
て
の
大
本
営
陸
海
軍
部
当
局
談
話
が
大
本
営
と
政
府
と
の
「
連
絡
協
調
」
に

言
及
し
て
い
た
事
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
な
期
待
を
示
し
て
い
た
。

「〔
陸
・
海
軍
間
で
の
緊
密
な
連
携
と
〕
同
時
に
、
統
帥
部
政
府
間
に
於
て
も
、
臨
時
其
の
必
要
に
応
じ
、
連
絡
会
議
が
開
か
れ
、

政
戦
両
略
の
一
致
に
万
遺
憾
な
き
こ
と
が
期
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特
に
現
東
條
内
閣
に
於
て
は
、
現
役
の
陸
軍
大
将
た
る

東
條
英
機
が
内
閣
の
首
班
者
た
り
、
而
も
亦
彼
は
同
時
に
陸
軍
大
臣
を
も
兼
ね
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
戦
時
に
於
け
る
内
閣
制

度
の
運
営
に
一
新
機
軸
を
出
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
之
に
依
り
政
府
・
統
帥
部
の
連
絡
協
調
は
愈
々
其
の
妙
用
を
発
揮
す
る
も
の

で
あ（

１6
）
る
」。

　

山
崎
が
こ
こ
で
「
政
戦
両
略
の
一
致
」
に
期
待
で
き
る
と
し
た
「
連
絡
会
議
」
と
は
、
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
で
あ
る
。
ま
た
、
東

條
内
閣
（
昭
和
一
六
年
一
〇
月
）
で
は
東
條
が
現
役
の
陸
軍
大
将
と
し
て
首
相
兼
陸
相
を
務
め
て
お
り
、
山
崎
は
こ
の
点
で
も
「
政
戦

両
略
の
一
致
」
が
更
に
確
保
さ
れ
る
と
見
た
。

　

し
か
し
、
山
崎
が
期
待
を
示
し
た
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
の
設
置
と
東
條
首
相
の
陸
相
兼
任
と
い
う
策
に
対
し
、
冷
徹
な
視
線
を

送
っ
て
い
た
者
も
い
た
。
辻
清
明
で
あ
る
。
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辻
は
、
山
崎
『
内
閣
制
度
の
研
究
』
に
対
す
る
書
評
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
批
判
的
言
辞
を
書
き
残
し
て
い
る
。
即
ち
、
山
崎
の
著

書
か
ら
は
、「
内
閣
・
大
本
営
連
絡
会
議
の
設
置
と
い
ふ
外
面
的
制
度
の
存
在
の
み
を
眺
め
て
一
般
的
な
国
務
と
統
帥
事
務
の
円
滑
な

る
総
合
を
帰
結
す
る
無
批
判
的
な
随
従
的
態
度
」
が
見
出
せ
る
、
と
。
ま
た
、
東
條
首
相
の
陸
相
兼
任
と
い
う
手
法
も
、「
軍
部
大
臣

が
総
理
大
臣
を
兼
任
す
る
と
い
ふ
仕
組
を
と
つ
て
ゐ
る
現
東
條
内
閣
で
は
そ
の
〔「
国
務
」
と
「
統
帥
」
の
不
調
和
と
い
う
〕
欠
陥
を

補
ひ
え
て
ゐ
る
が
、
改
革
の
問
題
は
も
つ
と
一
般
的
な
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な（

１7
）
い
」、
と
。

　

辻
と
比
し
て
山
崎
の
観
察
が
多
少
楽
観
的
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
或
い
は
彼
が
内
閣
法
制
局
の
人
間
で
あ
っ
た
点
が
ひ
と
つ
の
理
由

か
も
知
れ
な
い
が
、
山
崎
に
対
す
る
辻
の
上
掲
の
批
判
は
適
確
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
は
、「
外
面
的
制
度
の
存

在
の
み
」
か
ら
す
れ
ば
、
山
崎
の
よ
う
に
期
待
を
持
て
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
一
般
的
な
国
務
と
統
帥
事
務
」
の
調
和
が
は

か
ら
れ
る
と
い
う
の
は
夢
物
語
で
あ
る
。
東
條
首
相
に
よ
る
陸
相
兼
任
も
一
時
的
な
統
合
に
過
ぎ
ず
、
永
続
的
な
制
度
と
な
っ
た
訳
で

は
な
い
。
東
條
は
そ
の
後
、
参
謀
総
長
を
も
兼
任
し
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
辻
の
批
判
―
―
「
改
革
の
問
題
は
も
つ
と
一
般
的
な
性
質

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
―
―
を
浴
び
ず
に
済
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
首
相
・
陸
相
・
参
謀
総
長
の
兼
任
は
、
あ
く
ま
で
東

條
内
閣
特
有
の
現
象
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
山
崎
『
内
閣
制
度
の
研
究
』
に
対
す
る
辻
の
書
評
は
、「
統
帥
と
国
務
の
調
和
」
に
関
す
る
以
上
の
議
論
に
尽
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
国
防
国
家
体
制
を
構
築
す
る
為
に
要
請
さ
れ
る
「
政
府
部
内
の
統
合
お
よ
び
能
率
の
強
化
」
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
書
評
対
象
の
山
崎
の
著
書
は
こ
ち
ら
の
方
に
よ
り
力
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
辻

が
こ
の
問
題
に
触
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
際
、
軍
需
工
場
動
員
法
や
国
家
総
動
員
法
施
行
に
関
す
る
勅
令
に
並
ん
で

「
政
府
部
内
の
統
合
お
よ
び
能
率
の
強
化
」
の
実
現
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
戦
時
行
政
職
権
特
例
（
昭
和
一
八
年
三
月
）

で
あ
っ
た
。
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上
述
の
よ
う
に
辻
は
「
統
帥
と
国
務
の
調
和
」
策
に
は
山
崎
と
比
べ
て
悲
観
的
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、「
政
府
部
内
の
統
合
お
よ
び

能
率
の
強
化
」
に
関
し
て
は
、
東
條
内
閣
下
で
の
施
策
に
相
当
に
期
待
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
特
に
注
目
し
て
い
た

の
が
戦
時
行
政
職
権
特
例
で
あ
っ
た
。
今
こ
こ
に
、
そ
の
第
一
条
の
み
を
掲
げ
て
お
く
。

　

第
一
条

大
東
亜
戦
争
ニ
際
シ
鉄
鋼
、
石
炭
、
軽
金
属
、
船
舶
、
航
空
機
等
重
要
軍
需
物
資
ノ
生
産
拡
充
上
特
ニ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
内
閣
総

理
大
臣
ハ
関
係
各
省
大
臣
ニ
対
シ
必
要
ナ
ル
指
示
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　

戦
争
遂
行
に
係
る
「
重
要
軍
需
物
資
ノ
生
産
拡
充
」
の
為
に
首
相
の
「
指
示
」
権
を
認
め
る
と
い
う
の
が
、
戦
時
行
政
職
権
特
例
の

中
核
で
あ
っ
た
。
同
特
例
は
、
昭
和
一
八
年
一
一
月
に
早
く
も
改
正
さ
れ
、
第
一
条
が
「
大
東
亜
戦
争
ニ
際
シ
鉄
鋼
、
石
炭
、
軽
金

属
、
船
舶
、
航
空
機
等
重
要
軍
需
物
資
ノ
生
産
拡
充
、
主
要
食
糧
ノ
確
保
、
防
空
ノ
徹
底
強
化
其
ノ
他
総
合
国
力
ノ
拡
充
運
用
上
特
ニ

必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ハ
関
係
各
省
大
臣
ニ
対
シ
必
要
ナ
ル
指
示
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
な
り
、「
総
合
国
力
ノ
拡
充
運
用

上
特
ニ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
」
各
省
大
臣
へ
の
「
指
示
」
権
を
首
相
に
認
め
る
も
の
と
な
っ
た
。
よ
り
広
範
な
「
指
示
」
権
を
首
相
に
与

え
た
事
に
な
る
が
、
辻
も
こ
の
「
指
示
」
権
に
着
目
し
、
昭
和
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
法
律
雑
誌
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
戦
時
行
政
職
権
特
例
の
発
布
は
、
苛
烈
な
決
戦
段
階
に
お
け
る
軍
需
生
産
力
の
飛
躍
的
増
強
と
い
ふ
至
上
命
題
が
不
可
避
的
に

要
請
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
少
か
ら
ぬ
貢
献
を
齎
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
が
内
閣
総

理
大
臣
の
強
力
な
『
指
示
権
』
―
―
実
質
的
に
は
指
揮
命
令
権
を
意
味
す
る
―
―
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
内
閣
自
体
の
統
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制
力
を
著
し
く
高
め
た
と
い
ふ
点
に
お
い
て
わ
が
国
戦
時
行
政
体
制
上
極
め
て
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ（

１8
）

た
」。

　

辻
は
、
改
正
戦
時
行
政
職
権
特
例
中
の
首
相
「
指
示
」
権
を
「
内
閣
自
体
の
統
制
力
を
著
し
く
高
め
た
」
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。

実
質
的
に
国
務
大
臣
単
独
輔
弼
制
度
を
根
底
か
ら
覆
す
力
を
首
相
「
指
示
」（

１9
）

権
に
見
出
し
た
辻
は
、「
広
く
従
来
の
わ
が
国
行
政
組
織

に
対
す
る
全
面
的
再
編
成
を
促
進
す
る
極
め
て
重
大
且
つ
恒
常
的
契
機
を
営
み
つ
ゝ
あ
る
」
と
指
摘
し
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
い

る
。「

戦
時
行
政
職
権
特
例
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
わ
が
国
行
政
組
織
を
貫
流
せ
る
伝
統
的
な
基
礎
原
理
を
そ
の
根
底
か
ら
震
撼
せ

し
む
る
導
火
線
を
そ
の
矮
小
な
体
内
に
潜
め
た
寸
蛇
の
俤
を
す
ら
宿
し
て
ゐ
る
。
ひ
と
た
び
出
現
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
意
識

的
た
る
と
否
と
を
問
は
ず
、
自
己
の
周
囲
に
波
紋
を
喚
び
起
し
つ
ゝ
、
最
も
堅
牢
な
割
拠
的
行
政
組
織
の
障
壁
を
す
ら
破
砕
し

つ
ゝ
あ（

20
）
る
」。

　

辻
の
見
立
て
で
は
、
戦
時
行
政
職
権
特
例
は
「
わ
が
国
行
政
組
織
を
貫
流
せ
る
伝
統
的
な
基
礎
原
理
」
を
修
正
す
る
力
を
持
っ
て
い

る
。
で
は
、
辻
の
言
う
「
わ
が
国
行
政
組
織
を
貫
流
せ
る
伝
統
的
な
基
礎
原
理
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
彼
が
「
最
も
堅
牢
な
割
拠
的

行
政
組
織
」
と
述
べ
て
い
る
事
か
ら
容
易
に
推
測
可
能
な
よ
う
に
、
日
本
の
行
政
組
織
の
《
割
拠
性
》
の
事
で
あ
る
。

　

後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
明
治
政
府
当
初
の
太
政
官
制
度
の
下
で
は
、
参
議
ら
の
間
で
統
率
的
地
位
に
立
つ
者
が
欠
け
て
お
り
、
そ

の
多
元
性
が
露
わ
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
割
拠
性
を
克
服
す
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
た
の
が
、
内
閣
制
度
へ
の
移
行
（
明
治

一
八
年
）
で
あ
っ
た
。
辻
も
引
用
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
福
澤
諭
吉
率
い
る
『
時
事
新
報
』
は
当
時
、
内
閣
制
度
創
設
に
よ
っ
て
太
政

戦中の辻清明〔荒邦　啓介〕

290



官
制
度
下
で
見
ら
れ
た
「
同
年
の
兄
弟
相
集
り
て
長
老
を
缺
く
の
姿
」
が
改
め
ら
れ
各
部
の
統
一
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
し
、「
我
輩

は
国
の
た
め
に
祝
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
」
と
歓
迎
し（

2１
）

た
。

　

だ
が
、
辻
は
言
う
。「
制
度
的
に
は
近
代
的
な
組
織
構
造
を
整
備
し
た
わ
が
内
閣
が
、
自
己
の
拠
つ
て
立
つ
基
盤
を
所
謂
政
治
的
統

一
に
求
め
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
遂
に
こ
れ
を
そ
の
外
部
に
超
然
た
ら
ん
と
す
る
特
権
的
な
藩
閥
勢
力
の
推
諉
と
均
衡
の
裡
に
見
出
し
た

こ
と
は
結
果
と
し
て
そ
の
成
立
の
当
初
よ
り
わ
が
内
閣
を
し
て
そ
の
統
制
力
の
著
し
い
弛
緩
を
齎
ら
す
こ
と
に
な
つ（

22
）

た
」、
と
。
こ
こ

に
言
う
「
政
治
的
統
一
」
と
は
「
国
民
各
自
の
主
体
的
な
政
治
意
思
を
一
元
的
に
結
集
し
、
国
家
権
力
の
正
当
な
行
使
に
参
与
せ
し
む

る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
内
閣
の
政
治
的
基
礎
」
を
形
成
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
「
内
閣
の
鞏
固
な
統
制
力
の
欠
如
」
状
態
を

も
た
ら（

23
）

す
。
こ
れ
は
結
局
、
先
述
の
国
防
国
家
構
築
に
要
す
る
（
一
）
及
び
（
三
）
の
問
題
で
あ
っ
た
。
辻
に
よ
れ
ば
、
明
治
憲
法
体

制
は
、
国
民
の
政
治
意
思
を
集
約
化
す
る
と
い
う
「
政
治
的
統
一
」
に
依
ら
ず
し
て
、「
藩
閥
勢
力
の
推
諉
と
均
衡
」
に
依
っ
た
事

で
、（
三
）
の
問
題
を
恒
常
的
に
は
克
服
で
き
な
い
―
―
即
ち
統
制
力
な
き
―
―
内
閣
の
出
現
を
許
容
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
な
状
況
を
洗
い
出
し
、
内
閣
制
度
創
設
過
程
を
分
析
し
た
も
の
が
、
戦
後
出
版
さ
れ
た
『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』
に
収
録
さ

れ
た
昭
和
一
九
年
の
論
文
「
統
治
構
造
に
お
け
る
割
拠
性
の
基（

24
）

因
」
で
あ
っ
た
。
辻
は
、「
太
政
官
制
度
よ
り
内
閣
制
度
へ
の
変
革
の

制
度
的
意
義
」
の
ひ
と
つ
を
―
―
『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』
に
収
め
る
に
当
た
り
加
筆
さ
れ
た
一
説
だ
が
―
―
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
太
政
官
制
の
事
実
上
の
政
治
的
決
定
権
を
掌
握
し
て
い
た
参
議
の
間
に
正
式
の
統
率
的
地
位
に
立
つ
職
務
が
欠
け
、
そ
の
多
元

的
存
在
を
露
呈
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
新
し
い
内
閣
制
度
で
は
、
総
理
大
臣
が
内
閣
の
他
の
閣
員
を
統
一
し
全
体
の
平
衡
を
保

持
す
る
強
力
な
権
限
を
獲
得
す
る
に
至
っ（

25
）
た
」。
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辻
が
当
時
の
詔
勅
等
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
に
、
内
閣
制
度
創
設
は
参
議
ら
が
「
多
元
的
存
在
」
で
あ
っ
た
と
い
う
従
来
の
政

治
的
弱
点
を
議
会
開
設
ま
で
に
修
正
で
き
る
方
策
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
先
に
掲
げ
た
『
時
事
新
報
』
の
指
摘
も
、
基
本
的
に
は
こ

れ
と
同
一
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
修
正
は
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
。
辻
は
、
当
時
の
内
閣
制
度
が
結
局
の
と
こ
ろ
「
形
式
的
に
は
近
代
的
立
憲
性
、
本

質
的
に
は
封
建
的
藩
閥
性
と
い
う
二
重
の
性
格
の
上
に
築
か
れ
た
矛
盾
し
た
存
在
」
で
あ
っ
た
と
述（

26
）
べ
、
続
け
て
、
よ
り
明
確
な
か
た

ち
で
そ
の
失
敗
の
原
因
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
い
い
か
え
れ
ば
、
参
議
間
の
対
立
と
分
裂
を
止
揚
し
て
、
よ
り
高
次
の
統
制
力
を
そ
の
内
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て

い
た
内
閣
制
度
が
、
そ
の
統
制
力
を
創
り
出
す
背
後
の
政
治
的
原
動
力
の
近
代
化
を
忘
却
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
依
然
と
し
て

旧
い
割
拠
性
を
保
持
し
つ
づ
け
た
こ
と
を
意
味
す（

27
）
る
」。

　

薩
長
両
藩
出
身
者
で
政
権
を
ほ
ぼ
独
占
す
る
と
い
う
、「
藩
閥
性
」
を
有
す
る
政（

28
）
府
で
あ
る
事
自
体
が
、
割
拠
性
を
克
服
で
き
な
い

一
大
要
因
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
明
治
政
府
構
成
の
基
本
原
理
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
「
薩
長
両
閥
間
の
勢
力
均
衡
」
に
あ
っ
た

と
す
れ（

29
）
ば
、
議
会
開
設
を
数
年
後
に
控
え
た
当
時
、
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ
問
題
で
傷
を
負
っ
て
い
た
薩
派
の
黒
田
清
隆
を
復
権
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
等
、「
薩
長
均
衡
は
か
え
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
の
体
裁
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ（

30
）
た
」。
明
治
新
政
府
が
一
体

と
な
っ
て
議
会
政
治
の
時
代
を
迎
え
る
為
に
は
、
二
大
勢
力
が
安
定
的
に
協
調
し
て
い
る
状
態
―
―
「
薩
長
均
衡
」
―
―
を
ど
う
し
て

も
必
要
と
し
た
。

　

こ
の
「
薩
長
均
衡
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
内
閣
の
在
り
方
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
帰
結
に
つ
い
て
、
村
瀬
信
一
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
そ
も
そ
も
、
強
い
総
理
大
臣
、
と
は
薩
長
均
衡
に
馴
染
ま
な
い
性
格
を
持
つ
。
維
新
以
来
の
成
功
の
歴
史
、
と
い
う
非
制
度
的

か
つ
曖
昧
な
裏
付
け
し
か
持
ち
得
な
い
人
物
が
、『
内
閣
職
権
』
に
定
め
る
が
如
き
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
ふ
る
お
う
と
す

れ
ば
、
そ
れ
自
体
が
軋
轢
を
生
み
、
薩
長
間
の
均
衡
に
亀
裂
を
入
れ
か
ね
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
政
権
運
営
の
結
果
、
成
功

を
収
め
た
総
理
大
臣
は
相
応
の
優
位
を
築
き
、
逆
に
失
敗
し
た
者
は
地
位
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
も
ま
た
薩
長

の
均
衡
を
動
揺
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ（

3１
）
る
」。

　

こ
の
村
瀬
の
指
摘
は
、
先
に
見
た
「
本
質
的
に
は
封
建
的
藩
閥
性
」
的
性
格
を
持
つ
内
閣
と
い
う
辻
の
指
摘
と
重
な
る
。
蓋
し
、

「
均
衡
」
を
大
事
と
す
る
余
り
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
振
る
う
訳
に
は
い
か
な
い
の
が
当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
発
揮
の
抑
制
的
傾
向
に
加
え
、
憲
法
上
の
国
務
大
臣
単
独
責
任
制
度
の
問
題
も
あ
っ
た
。
辻
は
、

当
時
の
施
政
者
ら
が
議
院
内
閣
制
を
避
け
る
為
に
国
務
大
臣
単
独
責
任
制
度
を
齎
し
、
内
閣
の
「
統
一
性
」
と
「
強
化
性
」
を
阻
害
し

て
し
ま
っ
た
と
解
説
し
て
い（

32
）
る
。

　

辻
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
明
治
憲
法
下
の
内
閣
は
、
そ
の
創
設
過
程
で
何
よ
り
も
「
藩
閥
性
」
の
影
響
を
強
く
受
け
、
首
相
が
強
力
な

指
導
力
を
発
揮
す
る
の
に
は
馴
染
ま
な
い
多
元
的
割
拠
的
な
構
造
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
明
治
以
来
の
閣
内
で
の
多
元
的
割
拠
的
な
構

造
を
取
り
払
い
、
総
理
大
臣
の
強
力
な
指
導
を
可
能
と
さ
せ
る
も
の
と
し
て
辻
が
期
待
を
示
し
た
の
が
上
述
の
戦
時
行
政
職
権
特
例
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
務
大
臣
単
独
責
任
制
度
や
閣
内
で
の
均
衡
性
、
総
理
大
臣
の
「
同
輩
中
の
首
席
」
性
と
い
っ
た
既
存
の
閣
内
秩

序
を
一
変
さ
せ
る
も
の
と
し
て
期
待
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
閣
制
度
創
設
期
に
克
服
で
き
な
か
っ
た
課
題
の
解
決
可
能

性
が
昭
和
戦
中
期
に
な
っ
て
生
じ
て
き
た
の
は
、
蓋
し
「
戦
時
」
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
。
辻
は
言
う
。
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「
満
州
事
変
を
契
機
と
し
て
外
に
は
国
際
政
治
的
な
対
立
、
内
に
は
経
済
的
不
況
と
い
ふ
所
謂
近
代
国
家
の
危
機
の
時
代
の
出
現

は
、
従
来
の
国
家
機
能
に
対
し
著
し
い
転
換
期
的
相
貌
を
あ
た
へ
る
に
至
つ
た
。
国
家
の
内
外
に
お
け
る
既
成
秩
序
の
分
裂
は
、

漸
や
く
こ
れ
に
対
す
る
総
合
化
機
能
の
必
要
を
招
来
し
、
し
た
が
つ
て
亦
国
家
権
力
の
統
一
的
行
使
を
強
く
要
請
し
は
じ
め
た
。

従
来
の
如
き
内
閣
の
統
整
力
の
缺
如
と
行
政
組
織
の
分
立
に
対
す
る
反
省
と
自
覚
が
い
ま
や
時
代
的
機
能
の
痛
切
な
要
望
を
前
に

し
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
我
国
が
準
戦
体
制
か
ら
支
那
事
変
の
勃
発
が
導
入
し
た
国
防
国
家
体
制
を
通
じ
て
、
さ
ら

に
は
大
東
亜
戦
争
の
進
展
に
伴
ふ
決
戦
体
制
に
突
入
す
る
に
及
ん
で
も
、
依
然
減
退
せ
ざ
る
の
み
か
一
層
熾
烈
な
形
態
に
お
い
て

行
は
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
戦
時
行
政
職
権
特
例
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
具
体
的
な
解
決
を
表
示

す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ（

33
）
る
」。

　

国
内
外
の
危
機
的
状
況
は
「
内
閣
の
統
整
力
の
缺
如
と
行
政
組
織
の
分
立
に
対
す
る
反
省
と
自
覚
」
を
日
本
国
民
に
呼
び
起
こ
し
、

「
準
戦
体
制
」
か
ら
「
決
戦
体
制
」
へ
と
流
れ
て
い
く
中
で
、「
内
閣
の
統
整
力
の
缺
如
と
行
政
組
織
の
分
立
」
を
是
正
す
る
為
に
案
出

さ
れ
た
の
が
戦
時
行
政
職
権
特
例
で
あ
っ
た
。「
決
戦
体
制
」
下
だ
か
ら
こ
そ
、
明
治
憲
法
の
宿
年
の
課
題
を
解
消
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
辻
も
感
じ
た
特
例
的
な
勅
令
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、「
決
戦
段
階
と
い
ふ
峻
厳
な
る
事
実
は
何
に
も
ま
し
て

一
切
の
国
家
機
能
を
一
元
化
す（

34
）
る
」。
戦
時
行
政
職
権
特
例
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
東
條
内
閣
な
り
の
答
え
で
あ（

35
）
り
、
戦
中
の
辻
は
、

少
な
く
と
も
文
面
上
、
そ
れ
に
期
待
を
示
し
て
い（

36
）
た
。

四
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
国
防
国
家
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
辻
の
説
明
を
始
点
と
し
て
、
戦
中
の
彼
に
よ
る
明
治
憲
法
の
分
析
を

戦中の辻清明〔荒邦　啓介〕

294



注（
１
）　

辻
隆
夫
「
父
の
こ
と
」
辻
清
明
追
想
集
刊
行
会
編
『
回
想
の
辻
清
明
』（
辻
清
明
追
想
集
刊
行
会
・
平
成
五
年
）、
三
四
一
～
三
四
二
頁
。
な
お
、
本

追
っ
た
。
辻
の
分
析
は
、
蓋
し
総
力
戦
時
代
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

明
治
憲
法
の
《
弱
点
》
の
分
析
で
あ
っ
た
。「
統
帥
と
国
務
の
調
和
」
問
題
と

「
政
府
部
内
の
統
合
お
よ
び
能
率
の
強
化
」
問
題
を
中
心
に
扱
っ
て
き
た
が
、
辻
の
眼
を
借
り
て
の
明
治
憲
法
の
特
徴
の
再
追
跡
作
業

と
い
う
本
稿
の
狙
い
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
で
果
た
さ
れ
た
事
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
近
代
史
学
者
の
鳥
海
靖
は
、
明
治
憲
法
体
制
下
の
「
一
つ
の
大
き
な
特
色
」
と
し
て
「
権
力
の
割
拠
性
」
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
を
軸
と
し
な
が
ら
も
、
内
閣
や
議
会
、
枢
密
院
や
軍
と
い
っ
た
諸
々
の
国
家
諸
機
関
が
横
の
つ
な
が
り
を
持

た
ず
、
更
に
そ
れ
ら
の
内
部
で
も
構
成
要
素
が
分
立
的
割
拠
的
で
あ
っ
た
事
を
意
味
す（

37
）

る
。
本
稿
で
追
っ
た
辻
の
議
論
は
、
明
治
憲
法

を
論
ず
る
上
で
逸
す
る
事
の
で
き
な
い
「
権
力
の
割
拠
性
」
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
統
帥
と
国
務
の
調

和
」
は
特
に
軍
と
内
閣
の
、「
政
府
部
内
の
統
合
お
よ
び
能
率
の
強
化
」
は
内
閣
・
行
政
内
部
の
「
権
力
の
割
拠
性
」
問
題
に
他
な
ら

な（
38
）
い
。
即
ち
そ
れ
は
、
明
治
憲
法
の
割
拠
性
を
考
え
る
上
で
の
一
視
角
で
あ
る
。

　

政
治
・
行
政
学
者
の
辻
清
明
が
戦
中
に
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
も
の
は
「
権
力
の
割
拠
性
」
問
題
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
が
統
帥
権

と
そ
の
独
立
制
度
、
内
閣
制
度
と
そ
の
責
任
制
度
と
直
接
に
関
連
し
て
い
た
と
い
う
点
で
、
す
ぐ
れ
て
憲
法
的
問
題
で
あ
っ
た
。
首
相

権
限
の
強
化
や
縦
割
り
行
政
の
問
題
が
―
―
た
と
え
、「
国
防
国
家
」・「
戦
時
行
政
職
権
特
例
」
と
い
っ
た
物
々
し
い
言
葉
は
使
わ
れ

な
い
に
せ
よ
―
―
戦
後
も
論
じ
ら
れ
続
け
て
き
て
い
る
日
本
法
史
・
政
治
史
に
鑑
み
れ（

39
）
ば
、
戦
中
の
辻
清
明
の
議
論
は
、
戦
前
・
戦

中
・
戦
後
を
貫
く
か
た
ち
で
存
在
す
る
日
本
憲
法
・
憲
法
史
の
問（

40
）
題
を
考
え
る
為
の
重
要
な
素
材
と
し
て
今
な
お
色
褪
せ
て
い
な
い
。
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稿
で
は
史
料
の
引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
の
一
部
を
改
め
た
。

（
２
）　

辻
の
略
歴
・
著
作
目
録
は
、
差
し
当
た
り
、
辻
古
稀
記
念
号
で
あ
る
『
国
際
基
督
教
大
学
学
報
Ⅱ
Ｂ 

社
会
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
二
号
（
二
）、

一
三
三
頁
以
下
。
略
歴
の
一
部
を
示
せ
ば
、
大
正
二
年
京
都
市
生
ま
れ
、
昭
和
八
年
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
独
逸
文
学
科
入
学
、
翌
年
退
学
、
東
京
帝
国

大
学
法
学
部
政
治
学
科
入
学
、
同
一
二
年
卒
業
、
法
学
部
助
手
、
蠟
山
政
道
の
指
導
を
受
け
る
（
そ
の
後
、
矢
部
貞
治
が
名
目
的
に
指
導
教
官
を
務
め
た

点
に
つ
い
て
は
、
関
嘉
彦
・
辻
清
明
・
松
本
重
治
「
追
悼
座
談
会　

蠟
山
正
道
」『
中
央
公
論
』
九
五
年
一
〇
号
（
昭
和
五
五
年
八
月
）、
三
〇
三
頁
）。

召
集
・
除
隊
を
経
て
、
同
一
七
年
法
学
部
助
教
授
、
同
二
六
年
教
授
。

（
３
）　

参
照
、
辻
清
明
「
私
の
行
政
学
」『
年
報
行
政
研
究
』
一
七
号
（
昭
和
五
八
年
三
月
）、
三
～
六
頁
。
辻
は
、「
政
治
と
行
政
と
の
接
点
な
い
し
交
錯

に
、
執
拗
な
ま
で
の
関
心
を
示
し
た
」
も
の
だ
と
戦
中
以
降
の
自
身
の
研
究
を
回
顧
し
て
い
る
（
四
頁
）。
割
拠
性
論
を
展
開
し
た
論
文
「
統
治
構
造
に

お
け
る
割
拠
性
の
基
因
」（
後
述
）
や
、
米
国
で
の
政
治
と
行
政
の
接
点
・
交
錯
を
論
じ
た
同
時
期
の
論
文
「
米
国
戦
時
行
政
の
動
向
」『
国
際
経
済
研

究
』
五
巻
八
号
（
昭
和
一
九
年
九
月
）
も
、
辻
の
言
う
「
執
拗
な
ま
で
の
関
心
」
の
所
産
で
あ
る
。
こ
の
政
治
と
行
政
の
接
点
・
交
錯
へ
の
関
心
と
い
う

問
題
と
関
連
し
た
辻
以
後
の
政
治
・
行
政
学
史
の
一
幕
に
つ
い
て
は
、
今
村
都
南
雄
『
官
庁
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
平
成
一
八

年
）、
二
一
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
昭
和
一
〇
年
代
・
二
〇
年
代
の
日
本
法
学
の
輪
郭
を
示
す
も
の
と
し
て
、
参
照
、
出
口
雄
一
「
戦
時
・
戦
後
初
期

の
日
本
の
法
学
に
つ
い
て
の
覚
書
（
一
）」『
桐
蔭
法
学
』
一
九
巻
二
号
（
平
成
二
五
年
三
月
）。

（
４
）　

辻
清
明
『
行
政
学
概
論
』
上
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
・
昭
和
四
一
年
）、
九
七
頁
以
下
。
辻
に
指
導
を
受
け
た
大
森
彌
が
、
辻
は
既
に
昭
和

一
七
・
一
八
年
に
そ
の
後
の
研
究
の
「
基
本
設
計
を
ほ
ぼ
確
立
」
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。
西
尾
勝
・
村
松
岐

夫
・
大
森
彌
・
武
藤
博
己
「
辻
行
政
学
を
語
る
」『
季
刊
行
政
管
理
研
究
』
五
六
号
（
平
成
三
年
一
二
月
）、
六
二
～
六
五
頁
。

（
５
）　

藤
田
宙
靖
「『
学
説
』
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
」『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
五
七
巻
九
号
（
平
成
二
四
年
九
月
）、
巻
頭
言
。

（
６
）　
「
基
本
国
策
要
綱
」
内
閣
制
度
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
内
閣
制
度
百
年
史
』
下
巻
（
大
蔵
省
印
刷
局
・
昭
和
六
〇
年
）、
二
三
三
～
二
三
四
頁
。

（
７
）　
「
総
力
戦
研
究
所
設
置
ニ
関
ス
ル
件
・
昭
一
五
、八
、一
六　

閣
議
決
定
」
土
井
章
監
修
・
大
久
保
達
正
他
編
著
『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
』
一
〇

巻
（
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
・
昭
和
五
五
年
）、
五
三
四
～
五
三
五
頁
。

（
８
）　
「
大
本
営
ニ
関
シ
・
十
五
・
七
・
二
〇　

軍
令
部
第
二
課
」
前
掲
『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
』
一
〇
巻
、
二
三
六
頁
以
下
。
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（
９
）　

前
掲
「
基
本
国
策
要
綱
」、
二
三
三
頁
。

（
１0
）　

同
上
、
二
三
四
頁
。

（
１１
）　
「
新
体
制
に
つ
い
て
（
近
衛
内
閣
総
理
大
臣
声
明
）」『
週
報
』
二
〇
三
号
（
昭
和
一
五
年
九
月
）、
二
～
三
頁
。

（
１2
）　

辻
清
明
「
戦
時
行
政
の
性
格
」『
法
律
時
報
』
一
五
巻
三
号
（
昭
和
一
八
年
三
月
）、
一
六
頁
。

（
１3
）　

前
掲
論
文
「
戦
時
行
政
の
性
格
」
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
で
、
且
つ
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
点
の
戦
時
国
家
で
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
も

の
と
し
て
、U

lrich Scheuner, D
ie deutsche Staatsführung im

 K
riege, in: D

eutsche Rechtsw
issenschaft, 5. Bd, １940, S. 9. 

た
だ
、
辻
は

当
時
の
ド
イ
ツ
の
国
防
機
構
を
概
観
・
紹
介
す
る
為
に
こ
の
文
献
を
引
用
し
て
い
る
。
な
お
、
第
三
帝
国
の
政
軍
関
係
を
対
象
と
し
た
近
時
の
研
究
と
し

て
、A

ndreas D
ietz, D

as Prim
at der Politik in kaiserlicher A

rm
ee, Reichsw

ehr, W
ehrm

acht und Bundesw
ehr, 20１１, S. 299ff.

（
１4
）　

た
だ
し
、
後
に
少
し
触
れ
る
が
、（
一
）
と
（
三
）
の
問
題
が
恐
ら
く
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
と
言
う
の
は
、

辻
の
見
立
て
を
極
め
て
強
引
に
ま
と
め
れ
ば
、（
一
）
を
確
保
で
き
る
制
度
（
例
え
ば
国
民
の
政
治
意
思
を
一
元
化
で
き
る
議
会
）
が
あ
り
、
そ
の
力
を

基
礎
に
成
立
し
た
内
閣
で
あ
れ
ば
、
国
家
行
政
組
織
全
体
に
統
制
力
を
働
か
せ
得
る
の
で
、
そ
の
分
立
的
割
拠
的
性
格
を
修
正
で
き
る
―
―
即
ち
（
三
）

を
ク
リ
ア
で
き
る
―
―
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
１5
）　

山
崎
丹
照
『
内
閣
制
度
の
研
究
』（
高
山
書
院
・
昭
和
一
七
年
）、
二
六
七
頁
。

（
１6
）　

同
上
、
二
七
六
頁
。

（
１7
）　

辻
清
明
「
山
崎
丹
照
『
内
閣
制
度
の
研
究
』（
昭
和
一
七
年
）」『
国
家
学
会
雑
誌
』
五
七
巻
二
号
（
昭
和
一
八
年
二
月
）、
九
八
頁
。

（
１8
）　

辻
清
明
「
戦
時
体
制
の
内
閣
制
度
」『
法
律
時
報
』
一
六
巻
五
号
（
昭
和
一
九
年
五
月
）、
二
二
頁
。

（
１9
）　

首
相
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
認
め
る
戦
時
行
政
職
権
特
例
は
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
国
務
大
臣
単
独
輔
弼
制
度
論
か
ら
の
批
判
を
惹
起
す
る

虞
が
あ
っ
た
。
山
崎
も
こ
の
点
に
相
当
な
注
意
を
払
い
、
憲
法
上
の
疑
義
が
噴
出
し
な
い
よ
う
努
め
、「
内
閣
総
理
大
臣
の
地
位
権
限
を
強
化
す
る
こ
と

は
、
現
行
内
閣
制
度
の
円
満
な
る
運
用
上
不
可
缺
の
要
件
と
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
は
ど
こ
迄
も
、
国
務
大
臣
が
憲
法
上
同
等
の
立
場
に
於
て

併
立
す
る
と
い
ふ
、
帝
国
憲
法
の
原
則
の
許
容
す
る
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
」、
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
山
崎
『
内
閣
制
度
の
研
究
』、
三
九
一

頁
）。
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な
お
、
元
法
制
局
長
官
の
金
森
徳
次
郎
も
こ
の
「
指
示
」
権
に
着
目
し
、
あ
く
ま
で
も
《
国
務
大
臣
》
と
《
各
省
大
臣
》
の
区
別
に
留
意
し
つ
つ
、
総

理
大
臣
の
権
限
強
化
に
期
待
し
て
い
る
。
即
ち
金
森
は
、
戦
時
行
政
職
権
特
例
に
現
れ
た
首
相
「
指
示
」
権
に
つ
き
、「
内
閣
の
首
班
と
し
て
の
所
見
を

明
に
し
て
行
政
の
範
囲
に
於
て
法
的
に
各
省
大
臣
の
意
思
決
定
の
内
容
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
し
か
し
之
は
一
般
の
指
揮
命
令
の
如
く

其
の
無
条
件
的
服
従
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
。
各
省
大
臣
が
国
務
大
臣
と
し
て
有
す
る
意
見
の
独
自
性
を
害
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
は
憲
法
上
の
要
請

で
あ
る
。
故
に
各
省
大
臣
は
国
務
大
臣
と
し
て
の
所
見
と
一
致
し
得
る
場
合
に
は
之
に
従
ふ
べ
く
一
致
し
得
ず
と
信
ず
る
場
合
に
は
之
に
相
応
す
る
態
度

を
執
る
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
る
（
金
森
「
決
戦
行
政
態
勢
の
進
展
」『
国
策
研
究
会
週
報
』
五
巻
八
号
（
昭
和
一
八
年
二
月
）、
六

頁
）。

　
　

両
者
の
議
論
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
戦
時
行
政
職
権
特
例
の
は
ら
む
法
的
問
題
点
が
憲
法
第
五
五
条
と
の
整
合
性
如
何
に
存
し
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
国
務
大
臣
単
独
責
任
制
度
に
支
え
ら
れ
た
閣
員
相
互
の
均
衡
的
関
係
に
基
づ
く
内
閣
制
論
と
、
総
理
大
臣
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
可
能
と
す

る
大
宰
相
主
義
的
な
内
閣
制
論
と
の
間
で
揺
れ
た
戦
前
最
後
の
事
件
の
ひ
と
つ
が
こ
の
戦
時
行
政
職
権
特
例
で
あ
っ
た
。

（
20
）　

前
掲
辻
「
戦
時
体
制
の
内
閣
制
度
」、
二
二
頁
。

（
2１
）　
「
内
閣
の
組
織
」『
時
事
新
報
』
明
治
一
八
年
一
二
月
二
四
日
。

（
22
）　

前
掲
辻
「
戦
時
体
制
の
内
閣
制
度
」、
二
三
頁
。

（
23
）　

同
上
、
二
二
～
二
三
頁
。

（
24
）　
『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』（
弘
文
堂
・
昭
和
二
七
年
）
及
び
そ
の
新
版
で
あ
る
『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
昭
和
四
四
年
）
所

収
。
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
新
版
の
「
新
版
序
」
を
参
照
。
た
だ
し
本
稿
で
引
用
す
る
箇
所
で
の
異
同
は
な
い
。
本
稿
で
は
参
照
の
利
便
を
考
え
後

者
か
ら
引
用
し
、
そ
の
際
は
「
基
因
」
と
の
み
記
す
。

　
　

ま
た
、「
基
因
」
論
文
の
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
は
「
内
閣
制
度
の
樹
立
―
―
当
時
の
輿
論
を
中
心
と
し
て
」
で
、「
近
代
日
本
の
成
立
」
と
い
う
特
集
を

組
ん
で
い
る
『
国
家
学
会
雑
誌
』
五
八
巻
一
号
（
昭
和
一
九
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
原
論
文
か
ら
の
引
用
時
は
「
樹
立
」
と
の
み
記
す
。

（
25
）　
「
基
因
」、
六
六
頁
。
こ
の
一
節
は
原
論
文
「
樹
立
」
の
方
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
内
容
上
、
辻
が
戦
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
発
見
し
た
も
の
と
は
到

底
思
え
な
い
し
、
当
時
何
ら
か
の
禁
忌
に
触
れ
る
一
節
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
戦
後
に
旧
稿
を
見
直
し
た
際
、
よ
り
説
明
を
充
実
化
す
べ
く
加
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筆
し
た
一
節
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
　

な
お
、
辻
は
『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』
収
録
に
際
し
て
「
こ
の
論
文
〔「
基
因
」〕
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
原
型
を
な
る
だ
け
そ
の
ま
ま
留
め
た
い
と
い

う
筆
者
の
気
持
か
ら
、
加
筆
は
最
小
限
に
と
ど
め
て
お
い
た
」
と
注
記
し
て
い
る
が
（「
基
因
」、
一
一
五
頁
）、
例
え
ば
議
院
内
閣
制
に
関
す
る
記
述

（
六
〇
頁
）
や
統
帥
権
の
独
立
へ
の
言
及
（
一
一
〇
頁
）
を
新
た
に
加
え
て
い
る
点
は
、
こ
の
論
文
が
何
を
問
題
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
考
え
る

な
ら
ば
、
や
は
り
重
い
意
味
の
あ
る
加
筆
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
、
原
論
文
「
樹
立
」
に
あ
る
「
む
す
び
」
四
頁
分
が
全
て
削
除
さ
れ
て
い
る
事
も
注

意
し
た
い
。
し
か
し
勿
論
、
全
体
の
論
旨
が
変
更
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。

（
26
）　
「
基
因
」、
八
八
頁
。「
樹
立
」、
一
〇
四
頁
。

（
27
）　
「
基
因
」、
八
八
頁
。
こ
の
箇
所
も
原
論
文
「
樹
立
」
に
は
な
い
が
、
前
注
引
用
部
分
を
よ
り
明
確
に
す
べ
く
言
い
換
え
て
い
る
だ
け
な
の
で
、「
基

因
」
論
文
と
「
樹
立
」
論
文
と
の
間
の
内
容
上
の
変
化
は
な
い
。

（
28
）　

辻
は
、「
藩
閥
政
府
自
体
の
直
接
的
強
化
を
目
的
と
す
る
制
度
的
方
策
」
と
し
て
、
統
帥
権
の
独
立
を
挙
げ
（「
基
因
」、
一
〇
四
頁
以
下
及
び

一
一
〇
頁
）、「
陸
の
長
閥
・
海
の
薩
閥
と
い
う
言
葉
が
、
い
ま
に
至
る
ま
で
そ
の
跡
を
絶
た
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
統
帥
権
の
独
立
の
実
施
と
藩
閥
政

府
と
の
親
和
関
係
は
決
し
て
看
却
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」（
一
一
〇
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
箇
所
は
原
論
文
「
樹
立
」
に
は
な
い
。

（
29
）　

鳥
海
靖
『
日
本
近
代
史
講
義
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
昭
和
六
三
年
）、
二
〇
九
頁
。

（
30
）　

村
瀬
信
一
『
明
治
立
憲
制
と
内
閣
』（
吉
川
弘
文
館
・
平
成
二
三
年
）、
一
五
頁
。

（
3１
）　

同
上
、
一
八
頁
。

（
32
）　
「
基
因
」、
一
一
一
頁
。「
樹
立
」、
一
二
〇
頁
。

（
33
）　

前
掲
辻
「
戦
時
体
制
の
内
閣
制
度
」、
二
四
頁
。

（
34
）　

同
上
、
二
五
頁
。

（
35
）　

な
お
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
、
即
ち
「
国
務
」「
統
帥
」
調
和
問
題
に
対
し
て
東
條
内
閣
の
示
し
た
最
後
の
答
え
が
、
東
條
首
相
兼
陸
相
に
よ
る
参

謀
総
長
兼
任
に
な
ろ
う
。
兼
任
経
緯
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
和
夫
「
資
料
解
説
」
参
謀
本
部
編
『
杉
山
メ
モ
』（
原
書
房
・
昭
和
四
二
年
）、
二
六
頁
以
下
、

鈴
木
多
聞
『「
終
戦
」
の
政
治
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
平
成
二
三
年
）、
九
頁
以
下
を
参
照
。
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（
36
）　

戦
後
の
辻
は
、「
決
戦
体
制
」
を
軍
部
に
よ
る
「
空
念
仏
的
標
語
」
で
あ
っ
た
と
、
読
む
者
を
惹
き
つ
け
る
表
現
を
用
い
て
批
判
し
て
い
る
。
辻

「
割
拠
に
悩
む
統
治
構
造
」『
潮
流
』
四
巻
五
号
（
昭
和
二
四
年
五
月
）、
八
頁
。
ち
な
み
に
、
前
掲
辻
『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』
新
版
の
序
ⅲ
頁
に
は
、

こ
の
「
割
拠
に
悩
む
統
治
構
造
」
を
基
に
し
た
の
が
『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
日
本
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
統
治
構
造
」
だ
と
記
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
更
に
遡
れ
ば
、「
割
拠
に
悩
む
統
治
構
造
」
の
一
部
（
全
体
の
約
三
分
の
一
程
度
）
は
前
掲
の
昭
和
一
九
年
論
文
「
戦
時
体
制
の
内

閣
制
度
」
が
基
と
な
っ
て
い
る
（
勿
論
、
昭
和
一
九
年
に
は
「
空
念
仏
的
標
語
」
な
ど
と
い
う
言
葉
遣
い
は
な
い
）。
そ
し
て
昭
和
二
四
年
論
文
「
割
拠

に
悩
む
統
治
構
造
」
で
「
空
念
仏
的
標
語
」
な
る
批
判
的
言
辞
が
加
筆
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』
収
録
の
「
日
本
フ
ァ
ッ
シ

ズ
ム
の
統
治
構
造
」
で
は
、「
空
念
仏
的
標
語
」
と
い
う
表
現
は
削
ら
れ
て
い
る
。

（
37
）　

前
掲
鳥
海
『
日
本
近
代
史
講
義
』、
二
六
九
頁
以
下
。

（
38
）　

な
お
、
明
治
憲
法
下
の
「
国
務
」
と
「
統
帥
」
の
割
拠
と
統
合
を
め
ぐ
る
問
題
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
治
憲
法
に
お
け
る
『
国
務
』
と

『
統
帥
』」（
平
成
二
五
年
度
東
洋
大
学
博
士
学
位
請
求
論
文
）。

（
39
）　

こ
の
辺
り
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
、
飯
尾
潤
『
日
本
の
統
治
構
造
』（
中
央
公
論
新
社
・
平
成
一
九
年
）
及
び
待
鳥
聡
史
『
首
相
政
治

の
制
度
分
析
』（
千
倉
書
房
・
平
成
二
四
年
）
を
参
照
。

（
40
）　

明
治
国
家
の
官
僚
制
や
軍
制
を
も
射
程
に
入
れ
て
い
た
戦
中
の
辻
の
業
績
は
、
ま
さ
し
く
憲
法
（
国
制
）・
憲
法
史
研
究
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
点
に
つ
き
参
照
、Ernst Rudolf H

uber, V
om

 Sinn verfassungsgeschichtlicher Forshung und Lehre, in: ders., Bew
ahrung und 

W
andlung, １975, S. １１f. 

ま
た
更
に
、
昭
和
二
〇
年
八
月
以
降
を
含
め
た
日
本
憲
法
史
を
考
え
て
い
く
上
で
も
、
辻
の
議
論
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
明
治
憲
法
と
昭
和
憲
法
を
貫
く
言
わ
ば
通
史
と
し
て
の
日
本
憲
法
史
・
憲
法
学
説
史
研
究
の
重
要
性
を
示
す
論
考
と
し

て
、
例
え
ば
、
長
谷
川
正
安
「
日
本
憲
法
学
史
を
考
え
る
」『
法
律
時
報
』
六
五
巻
一
号
（
平
成
五
年
一
月
）
を
参
照
。

―
あ
ら
く
に　

け
い
す
け
・
東
洋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
―
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